
高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

　
　
　
　
予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
お
こ
り
、
高
齢
者
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
た
場
合

は
、
気
管
支
炎
や
肺
炎
を
併
発
し
、
重
症
化
や
死
亡
の
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。
武
雄
市
で
は
、
今
年
度
よ
り
広
域
化
に
参
加
し
て
、
県
内
の
予

防
接
種
を
行
な
う
医
療
機
関
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
で
も
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ご
本
人
が
接
種
を
希
望
す
る
場
合
の
み
接

種
を
行
な
い
ま
す
の
で
、
予
防
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
効
果
や
副
反
応
な
ど
に
つ
い
て
よ
く
理
解
し
た
う

え
で
、
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
受
け
方

■
対
象
者

　
接
種
日
当
日
に
次
の
い
ず
れ

　
か
に
該
当
さ
れ
る
方
。

①
65
歳
以
上

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で

　
心
臓
や
じ
ん
臓
、
呼
吸
器
に

　
重
い
病
気
の
あ
る
方

■
接
種
期
間

　
平
成
19
年
10
月
１
日
か
ら
　

　
　
　
　
　
12
月
31
日
ま
で

　
（
医
療
機
関
の
休
み
を
除
く
）

■
接
種
方
法

　
県
内
実
施
医
療
機
関
で
の
個

別
接
種
（
接
種
の
１
週
間
前
ま

で
に
直
接
医
院
に
確
認
の
う
え
、

予
約
し
て
く
だ
さ
い
。
）

■
持
っ
て
い
く
も
の

　
健
康
保
険
証
　
ま
た
は

　
老
人
医
療
受
給
者
証

■
個
人
負
担
金

　
１
２
０
０
円
（
生
活
保
護
世

　
帯
の
方
は
無
料
で
す
）

　
接
種
当
日
、
医
院
窓
口
で
お

　
支
払
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
診
票
は
、

医
院
の
窓
口
に
準
備
し
て
い
ま

す
の
で
、
接
種
前
に
責
任
を
も

っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
健
康
課
健
康
づ
く
り
係

　
電
話
（
23
）
９
１
３
５
　

老人保健制度
平成20年３月31日まで

後期高齢者医療制度（新制度）
平成20年４月１日から

・新制度では「佐賀県後期高齢者医療制度」に加入します。
・武雄市が加入する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が保
　険者となり、運営していきます。

・医療費の自己負担額と介護保険サービスの自己負担額が合
算できるようになります。（高額医療・高額介護合算制度）
※医療費と介護保険サービスの自己負担を合算して下記の限
度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
医療費のみが高額になった場合は今までと変更ありません。
●高額介護合算療養費の自己負担限度額（年額）

・変更はありません

・75歳の誕生日当日から

・被保険者全員に「佐賀県後期高齢者医療制度」独自の
　健康保険証が一人に一枚交付されます。

後期高齢者医療制度＋介護保険
一般

現役並み所得者

市民税
非課税

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

56万円
67万円
31万円
19万円

項　目

加入する
制度

対象者

対象に
なるとき

健康
保険証

医療費・
介護費が
高額にな
ったとき

保険料

国民健康保険や社会保険、または共済
組合などの医療制度に加入しながら
「老人保健制度」の適用を受けます。

75歳（一定以上の障害がある方は65
歳）以上の人が対象になります。

75歳の誕生日の属する月の翌月
（誕生日が1日の方はその月から）

被保険者が加入している国民健康保険
や社会保険、または共済組合からそれ
ぞれ健康保険証が一人に一枚交付され
ます。

1ヶ月に支払った医療費の自己負担分
が、定められた限度額を超えた場合、
申請して認められると限度額を超えた
分が高額医療費として支給されます。
また、介護費用が高額
になったときは、介護
保険から高額介護保険
サービス費が別に支給
されます。

加入している医療保険に各自が納付しま
す。子どもの社会保険、共済組合などの
被扶養者の方は保険料の負担はありませ
ん。

 ・保険料をすべての人が納付します。
※子どもの社会保険、共済組合などの被扶養者だった人も保
　険料を納めます。
・原則として年金から天引きされます。
・保険料は、決まり次第皆様にお知らせ致します。

平成２０年４月から　　　後期高齢者医療制度がスタートします
○老人医療と後期高齢者医療制度との比較
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